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知的財産政策の新展開
～知的財産から知的資産へ～

Ⅰ．はじめに～知的財産から知的資産へ

　我が国経済は知識経済社会を迎え、内閣を中心に知的財産立国の実現を目指し2002年に政府は
知的財産戦略大綱を公表した。そしてその翌年以降知的財産に関する推進計画を策定するなど、
今日に至るまで知的財産を取り巻く様々な課題への対策を検討してきているところである。
　例えば、いわゆる「知的創造サイクル（知的財産の創造、保護、活用）」における保護の側面
に着目した取り組みは、創作インセンティブ付けの観点から一定の効果があると考えられる。ま
た活用の側面の検討も多数取り組まれている１。しかしながら、知的財産の活用状況を見てみる
と、未だ十分ではないとの指摘がされている２。これに対して、知的財産を活用する主体の多く
は企業ゆえに、政策介入は一部に限られるべきとする論者も多いように見受けられるが、果たし
て保護を行うだけで知的財産を適切に活用できるのか、というのが筆者の問題意識である。差別
化の源泉である技術等の創出を慫慂することや、フリーライダーを防止するための権利保護は公
益と私益の同時実現を試みる適切な制度設計であると考えることが出来る。しかしながら、法的
保護を与えるだけでは、直接的に経済インパクトを与えることができないのもまた事実である。
つまり、発明した技術を、誰が取り扱い、どのような市場に対して当該技術をもとにした製品や
役務を提供し、他社に比べてどの点が超過収益をもたらす要因であり、どの程度継続的に生産可
能であり、どのような関係会社の協力によりその事業計画が実現するのかなど、経済的なインパ
クトを与えるためには、権利保護に加えて様々な要因が追加的に存在するのである。
　このように、それ単体では経済的価値の創出が困難な知的財産は、活用するための人的資産、
生産、販売等を行うための関係資産、より効率的な生産等を行うための組織資産が備わってこそ
経済的価値を創出するのであり（図表１）、それらの適切な把握と利用が知的財産の活用には欠
かせない観点である。しかしながら、これらの人・組織・関係資産に関しては知的財産政策とし
ては十分な議論が行われてきておらず、より一層の知的財産の活用を促進するためには、政策と
してアプローチすべき課題であると考える。

経済産業省　知的財産政策室
課長補佐　山本　英一
係　　長　俣野　敏道

１　「知的財産推進計画2008　－世界を睨んだ知財戦略の強化－」、知的財産戦略本部、2008年
２　例えば「特許流通市場の育成状況に関する調査研究報告書」、独立行政法人工業所有権情報・研修
館、2007年
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図表１．知的資産の分類イメージ

（出典）MERITUMプロジェクト３による分類を元に作成

　本稿においては、知的財産を事業において活用すること、すなわち知的財産経営や知的資産経
営を促進することを目的に行った政策を、主に情報開示の観点から若干の私見も交えつつご紹介
したい。活用を促す施策が、なぜ情報開示なのか、という疑問をお持ちの方もいらっしゃると思
うが、自社の知的財産や知的資産を情報開示するということは、それらを経営資源として捉える
ことがまずもって必要となるため、活用を促進するアプローチとして適切であると考えたためで
ある。

　以下、Ⅱ．において知的資産の観点から伝統的な財務諸表の限界に触れながら、それに対応す
る施策として、知的財産情報開示についてご紹介する。Ⅲ．においては、知的財産以外の無形な
経営資源（人的資産、関係資産、組織資産）を含めた経営実態を開示する知的資産経営報告に触
れ、Ⅳ．において、知的資産経営報告書の内部的効果、外部的効果について取り上げる。Ⅴ．に
おいては知的資産経営情報開示の世界的な取り組みをご紹介したい。

Ⅱ．知的財産情報開示とその意義

１．背景・経緯
　知的財産の活用について、Ⅰ．において概括したように、知的財産の創造・保護・活用という
「知的創造サイクル」を実現し、経済成長を実現するためには、知的財産の創造・保護だけでな
く、活用こそ促進しなければならない。技術等の知的財産は、企業の成長や超過収益の源泉であ
るが、企業評価で主に利用される財務諸表には自己創出の知的財産は無形固定資産として計上さ

３　ナレッジ型経済への移行に伴い伝統的財務報告の限界と新たな測定のモデルの構築の必要性を受
け、無形財のマネージメントとレポーティングのガイドラインの策定を目的に立上げられたプロジェ
クト。６カ国（スカンディナビア３カ国、デンマーク、フランス、スペイン）が参加し、1998年から
2001年まで検討が行われ、2002年１月にガイドラインを発表している。
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れないという問題がある。つまり、今後のマクロ環境の変化を踏まえ、どのような差別化要因に
基づいて事業戦略を実行するのか、また経営戦略としてどのような研究・開発を実施していくの
かなど企業評価者の投資意思決定に影響を与えうる判断材料が財務諸表からのみでは得難いので
ある。
　このような状況は、企業と市場関係者（機関投資家、個人投資家、アナリスト等）との間で情
報の非対称性が増大し、優れた知財経営を行っている企業が適正に評価されず知財経営を持続的
に取り組むことへのインセンティブがそがれるおそれがある。
　そこで経済産業省では、知財経営を実践する企業が、市場において適正に評価され、持続的な
成長を実現し得る環境を整備することが重要であると考え、知的財産を自社の競争力の源泉とし
て経営戦略の中に位置づけ、その戦略的な開示を行おうとする企業の参考となるべき指針とし
て、平成16年１月に「知的財産情報開示指針」を策定した４。

２．指針の概要～知的財産情報開示の項目～開示内容例（期待される効果）～
　上述のような背景から、産業構造審議会経営情報・開示小委員会において審議が行われ、策定
された「知的財産情報開示指針」における開示推奨項目は以下のとおりである（指針の一部を抜
粋）。

４　http://www.meti.go.jp/policy/intellectual_assets/chizai.html

図表２　知的財産情報開示指針において推奨している開示項目（括弧内は期待される効果を示し
ている）

①　中核技術と事業モデル
　中核技術の明示、セグメント別研究開発投資額（企業成長とその方向性の推定）、研究開
発のビジョン・方向性と事業モデル（企業成長とその方向性の推定、利益が得られる仕組み
の確認）
②　研究開発セグメントと事業戦略の方向性
　研究開発分野毎の事業戦略の概要と方向性（将来キャッシュフロー源泉の認識と成長性
の推定）
③　研究開発セグメントと知的財産の概略
　主要知的財産の種類と用途又は潜在的用途（将来キャッシュフロー成長性の推定）
④　技術の市場性、市場優位性の分析
　競争優位分野での知的財産・技術の蓄積を示す情報（将来キャッシュフローとその時期、
成長性の推定）、技術用途、潜在顧客、市場の成長可能性（同上）
⑤　研究開発・知的財産組織図、研究開発アライアンス
　研究開発組織体系図と知的財産管理組織（将来企業成長の方向性、戦略的知的財産管理
の確認、研究開発から商品化への速度の期待）、研究開発の戦略的協力・提携（戦略的知
的財産管理の確認）
⑥　知的財産の取得・管理、営業秘密管理、技術流出防止に関する方針
　事業戦略に照らした指針の実施（企業業務プロセス健全性の推定）
⑦　ライセンス関連活動の事業への貢献
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　現状、本指針に従って知的財産報告書を策定・開示している企業は約60社にのぼり、今後も増
加傾向にあると考えられる。一方で、企業評価者が知的財産に対する知見を深めるにしたがっ
て、知的財産の存在と分析等だけで企業の成長性を評価することが困難であるとの指摘もされ
た。Ⅰ．で触れたように知的財産を誰が、どのように、誰に対して活用するものであるかによっ
て、その知的財産が生み出す経済価値が大きく変動するからである。
　このような問題意識のもと、平成17年には、知的財産に加え、人的資産、構造資産、関係資産
も開示するフレームワークの検討が産業構造審議会経営・知的資産小委員会で開始され、同年10
月には知的資産経営情報開示ガイドラインが公表された。以下、Ⅲにおいて、同ガイドラインを
中心に知的資産経営についてご紹介したい。

Ⅲ．知的資産経営情報開示とその意義

１．背景・経緯
　Ⅱ．の知的財産情報開示を通じて、知的財産経営の実践とその評価を慫慂しているが、着目す
べき企業が保有する目に見えない経営資源は知的財産権のみで良いのかという指摘もあり、経
営・知的資産小委員会では、この点の深掘りから検討が行われた。その結果、そもそも企業が保
有する無形な経営資源は図表３に示されるように、知的財産権以外にも多く存在し、それは、伝
統的な財務諸表では表現することが困難であるにもかかわらず、競争力の源泉として企業収益の
獲得に寄与するものであるとの結論に至った。例えば、業績が社員の営業能力や創造性に依存す
る企業の場合、財務諸表に計上されていなければ、知的財産権でもない人的資産こそが、当該企
業にとっての競争力の源泉であり、企業の経営者は人的資産を超過収益源として捉えるはずであ
ろう。

　主要セグメント又は技術分野毎のライセンス収入及び支出、その戦略的意義（キャッシ
ュフロー実現の確認、安定性の推定）、特許の戦略的ライセンス方針、クロスライセンス
の実施等（キャッシュフロー実現の確認、安定性の推定）
⑧　特許群の事業への貢献
　主要セグメント又は技術分野毎の保有特許件数及びその戦略的意義（キャッシュフロー源
泉の確認、安定性の推定）、主要セグメント又は技術分野毎、かつ、用途毎（自社実施中の
特許、将来事業化予定の特許、防衛特許／その他）に分類した保有特許件数とその戦略的意
義（キャッシュフロー源泉の確認、安定性の推定）
⑨　知的財産ポートフォリオに対する方針
　知的財産ポートフォリオによる管理（経済的価値創出の期待）
⑩　リスク対応情報
　知的財産権侵害に対する法的措置（攻撃・防衛）、特許・ラインセンス契約、関連法規制
の変更がキャッシュフローに与える影響とその対処（競争優位持続期間の推定、リスク管理
体制整備の推定）
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　また、知的資産はそれぞれの企業に固有のものであることが多く、それら固有の強みを戦略的
に組み合わせる経営（知的資産経営）を行うことで、他社が単純に模倣することは困難となり差
別化が可能となる。もっとも、知的資産経営を企業が実践したとしても、その経営方針や知的資
産への投資に対して、ステークホルダーの理解と評価が得られなければ企業の努力は続かない。
このような背景から、知的資産経営とその開示の重要性についての認識統一が行われ、知的資産
経営報告の典型的なフレームワークとして図表４に示されるものが提案された。

２．知的資産経営情報開示フレームワーク
　図表４に示している知的資産経営情報開示フレームワークは、知的資産やそれを活用した企業
価値の創造手法、将来の利益及びその持続性につきストーリー立てて説明するものである。差別
化の源泉とその活用手法は個々の企業によって異なり、また経営戦略として差別化の実現を目指
すことを促進するため、開示項目として固定した記載枠への記入を求めているものではなく、
個々の差別化手法を動的に表現することを意図したものである。つまり、現在の状況と今後の展
望のみを語る、静止画（現在→未来）としての経営戦略情報の開示ではなく、過去の取り組みと
その取り組みによって現在どのような知的資産が蓄積され、どのように組み合わせ活用するため
差別化が可能となり、持続的な利益の実現につながるかを動画（過去→現在→未来）でステーク
ホルダーに理解していただくことを狙いとしたものである。　
　また、動的な差別的経営戦略を開示するのみならず、知的資産の存在と知的資産相互の影響度
を把握できるような知的資産指標（定量的情報）を盛り込むことも提案している５。典型的な知
的資産指標の例を参考として図表５に示すが、重要なことは経営戦略の信憑性を確保するために
定量データを活用することであり、客観性をもたせるために指標の算出方法や引用の根拠を注記
して示したり、当該指標の自らの企業における経年変化を示したりすることが望まれるであろ
う。

図表３　知的財産権、知的財産、知的資産、無形資産の分類イメージ

（出典）あずさ監査法人提供資料を知的財産政策室にて加筆・修正

５　こうした指標は、信憑性のあることが重要であり、実効的管理を行うことを考えれば、その数は５
～10程度が１つの目安と考えられる。
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図表４　知的資産経営報告の骨組み

【本文】
（全般）　基本的な経営哲学
　　　　事業の性格の概要
（過去～現在）
Ａ．過去における経営方針
Ｂ．（Aに基づく）投資（実績数値を含む）
Ｃ．（Ａ、Ｂに基づき）その企業に蓄積された固有の知的資産やそれをベースとした強み、
価値創造のやり方（裏付けとなる知的資産指標を含む）
Ｄ．（Ｃの価値創造の結果としての）利益などの業績（数値を含む）
（現在から将来）
　　（Ｃ及び過去から現在に関する評価に基づき）
Ｅ．企業に定着し、今後も有効である知的資産とそれをベースとした今後の価値創造のやり
方（裏付けとなる知的資産指標を含む）
Ｆ．将来の不確実性／リスクの認識と、それへの対処、及びそれらを含む今後の経営方針
Ｇ．（Ｆの経営方針に沿って）必要な知的資産の維持・発展のために行う新規／追加の投資
（数値を含む）
Ｈ．（これらをベースに）予測される将来利益等（数値目標を含む）
【別添】
　その他の知的資産関連指標（任意）

図表５　典型的な知的資産指標の例

①　経営スタンス／リーダーシップ
　経営スタンス・目標の共有、浸透の度合を表す指標例。

●Ex.）次世代リーダーの育成方法（子会社社長平均年齢）
　企業が継続的に有能なリーダーを選別・育成していることを示すことは、企業評価者から
の評価に値するものと考えられる。例えば、図表７において示すように企業評価者はその評
価スパンの長さにかかわらず経営スタンス・リーダーシップについて重要視している。ま
た、金融機関は融資判断の際に後継者について重要視していることが明かとなっている６。 

②　選択と集中
　選択と集中はビジネス類型により特徴が左右されるため、ビジネス類型についての説明
（ビジネスモデルの基本的な構造やB to B、B to Cの売上構成の数字を含む）がその前提と
して行われることが望ましい。

６　「中小企業のための知的資産経営実践のための指針」、独立行政法人中小企業基盤整備機構、2008年
を参照。詳細については、第２部においてご紹介する。



Vol. 7　No. 76 知財ぷりずむ　2009年１月― 81 ―

知的財産政策の新展開
～知的財産から知的資産へ～

●Ex.）主力製品・サービスを提供する同業他社数加重平均
　主力製品・サービスで競合する同業他社が多い場合、一般的に同じ品物を多くの競合他社
とともに提供していれば、過当な価格競争が生じ、そのことは、超過利潤の実現を困難にさ
せる可能性が高い。
　したがって、同業他社の数が多い製品の提供が主力事業の中で大きなウエイトを占めてい
る場合には、技術開発などで本来的な競争優位性を獲得しても、実現できる利益の幅が将来
的に持続的に拡大する可能性は一般的には大きくないと解釈されざるを得ない７。

〈測定・算出方法〉
　主力事業における全製品（例えば10製品（Ａ～Ｊ））の全社売上高比率で加重平均した同
業他社数を算出する。
（製品Ａを提供する同業他社数）×（製品Ａ売上高÷主力事業全社売上高）＋（製品Ｂを提供す
る同業他社数）×（製品Ｂ売上高÷主力事業全社売上高）＋・・・＋（製品Ｊを提供する同業他
社数）×（製品Ｊ売上高÷主力事業全社売上高）

③　対外交渉力／リレーションシップ
　川上、川下など対外的な関係者（販売先、顧客、仕入先、資金調達先）に対する交渉力、
関係性の強さなどを表す指標例。

●Ex.）主力事業における主力製品・サービス別シェア加重平均
　例えば特定の製品について、固有の技術、ノウハウを活かして、世界的にあるいは国内で
高いシェアを獲得しているケースがあるが、マーケットシェアが高い製品やサービスを持っ
ていることは、その製品やサービスに関してそれだけ顧客基盤が強く、当該事業に関して高
い価格支配力を持ち得ることを意味する。価格支配力は、超過収益の実現を可能にするもの
であり、そうしたシェアの基盤に関する優位性が持続可能であれば、超過収益力も持続する
ことになる。こうした潜在力を主力事業全体として見るために、主力事業における製品の
シェアを売上高で加重平均した値を活用する。
　ただし、シェアの大きさは価格支配力の潜在力を示すものではあっても、それが実際に利
益に結びついているかどうかという点については、他の指標（例えば主力事業の営業利益率
など）と比較して評価する必要がある。
　その際、マーケットシェアが高いにもかかわらず、超過収益力が発揮されていないとすれ
ば、それも経営の状況を示す一つのメッセージとなる。例えば、それは超過収益力のチャン
スを逸しているとも言えるし、消費者等に還元しているとも言えるし、将来的な経営方針の
変更により超過収益を実現するチャンスを有しているとも解釈され得る。

〈測定・算出方法〉
　主力事業における全製品（例えば３製品（Ａ～Ｃ））のそれぞれの市場シェアを、主力事
業における全社売上高比率で加重平均した値を算出する。

７　ただし、同一製品における同業他社が多い場合でも、ブランド力や技術的優位などによって十分な
超過利潤を確保できている可能性はあり、その場合には、超過利潤の源泉となっているものの持続性
について説明することができれば、将来の利益の見通しの信憑性を増すことになる。
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（例）
（製品Ａの市場シェア）×（製品Ａ売上高÷主力事業総売上）＋（製品Ｂの市場シェア）×（製品
Ｂ売上高÷主力事業総売上）＋（製品Ｃの市場シェア）×（製品Ｃ売上高÷主力事業総売上）

④　知識の創造／イノベーション／スピード
　新しい価値創造の能力効率、事業経営のスピード。

●Ex.）新製品比率
　企業が全く同じ製品やサービスを提供し続けている場合、提供価格が上昇する可能性はほ
とんどないため、コスト削減や新市場開拓による以外の利益の増大は期待できない。一方、
提供内容が同じであれば、一般的には提供価格は下落する傾向にならざるを得ないから、利
益が減少する可能性の方が大きいと考えられる。むしろ、市場の変化を的確にとらえ、それ
を新製品／サービスという形にしていくことは、意思決定や事業展開等の迅速さを推察さ
せ、環境の変化を的確に捉えて対応する能力のある企業と考えることもできる。
　もちろん、それが具体的に需要者に認められている、すなわち売上につながっていること
が重要であり、この指標は財務情報における利益の状況を併せて判断することで、新製品／
サービスへの対応意欲と実効性の両方を確認することができる。

〈測定・算出方法〉
　提供開始後３年以内の製品／サービス売上÷全社売上高

⑤　チームワーク／組織知
　組織（総合）力、個々の能力等の組織としての結合状況。

●Ex.）転出比率
　従業員の転出比率は従業員と組織との関係を表すと考えられる。例えば、チームワークや
組織力を活用して価値を生み出す経営を行っている企業や豊富な経験を通じて技能者が企業
の中でノウハウを蓄積することを重視する企業の場合には、定着率が高く、転出比率が低い
方が将来の利益を予見させるものとなる。実際、低い転出比率を維持することで従業員のや
る気を維持し、またノウハウの流出を防いで、結果的に、中期的に見れば苦難を乗り越え
て、成長を続けている企業が存在する。
　一方、情報産業など時代の変化に伴うニーズの変化が激しく、若くて柔軟な発想がとりわ
け重要であり、新陳代謝によって新たな価値や活力を生み出すことを重視する企業の場合に
は、転出比率が高いことが、経営方針の大胆な変更によって新しい利益を追求していける可
能性を高めることを示唆することにもなる。
　したがって、この指標は、単に高い・低いで評価すべきものではなく、各企業がどのよう
に人材を活用し、価値を生み出す方針であるのかという各企業独自のストーリーと併せて評
価しなくてはならない。
　だたし、上記のいずれのケースにおいても、この指標は重要な意味を有する。これは経営
において人の要素が大きなウェイトを示すことの証左でもある。

〈測定・算出方法〉
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　これら知的資産指標の詳細な内容やその他の指標例については平成17年10月に経済産業省知的
財産政策室より公表した「知的資産経営の開示ガイドライン９」に記載している 。また、中小企
業向けの知的資産指標としては、「中小企業のための知的資産経営マニュアル10」に100例程度提
案しているので、そちらもご覧頂きたい 。

　なお経済産業省では、エレクトロニクス産業について、国際競争力を取り戻していくための方
策として、知的資産指標を新競争力指標として提言している11。

従業員の離職数÷全従業員数
（正社員、契約社員等雇用形態別・職種別に算出することも可）

⑥　リスク管理／ガバナンス
　リスクの認識・評価対応、管理、公表、ガバナンスの状況。

●Ex）営業秘密の漏洩リスク
　企業が、他の企業の製品やサービスとの差別化を図るための一つの方法として特許や営業
秘密などを他社が真似できないようなやり方で活用するという方法がある。このやり方が将
来的にも有効であれば、その企業の利益の継続する可能性は高まる。
　とりわけ、営業秘密に関しては、その管理が的確に行われる事がポイントになるが、その
ためには管理の対象となる情報を明確にし、またそれと取扱う人を特定して、そのような従
業員が社外に転出したり、社外に情報を流出したりしないように契約等による義務を明確に
しておく必要がある。一方でこうしたやり方が実効性を持つためには、管理の対象となる人
の数、情報の数が、真に重要なものに絞られている必要がある。
　この指標は、企業が営業秘密としているものの管理の実効性を示唆する。また、経済産業
省が示している「営業秘密管理指針」を踏まえた管理を行っていることを定性的に示すこと
も、営業秘密の管理に関する企業の取組みを表すと考えられる。
　また金融機関は融資額に影響を与える知的資産情報として、営業秘密の漏洩リスクへの対
応を重視していることが明らかとなっている８。

〈測定・算出方法〉
ⅰ）営業秘密の扱いに関する内規の有無、及びその内容
ⅱ）営業秘密を取り扱う従業員として企業が認識し、管理している従業員の数÷全従業員数
（年度末）

ⅲ）営業秘密として管理している情報の数（年度末）

８　「中小企業のための知的資産経営実践のための指針」、独立行政法人中小企業基盤整備機構、2008年
を参照。詳細については、第２部においてご紹介する。

９　http://www.meti.go.jp/policy/intellectual_assets/guideline.html#guideline-list2
10　http://www.meti.go.jp/policy/intellectual_assets/guideline.html#guideline-list6
11　http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1040&btnDown

load=yes&hdnSeqno=0000042863
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項目 具体的指標
イノベーション能力 新製品比率
ソリューション提供能力 顧客満足度
価格支配力 製品当たり競合他社数（加重平均）
グローバル度 海外売上比率
環境貢献度 環境負荷低減割合（例：CO2削減）
異分野融合力 人材流動性比率など
選択と集中 主力事業の売上高・利益率
リーダーシップ能力 社内アンケート調査結果など
（出典）経済産業省、「エレクトロニクス産業の国際競争力の向上のための方策」、2008年９月

　このように経済産業省では経済構造の変遷にあわせ、知的財産報告書や知的資産経営情報開示
と、企業経営と企業評価に係る方向性を提案してきたところである。また、以下、Ⅳ．において
は、それら情報開示の内部効果と外部効果について触れたいと思う。

Ⅳ．知的資産経営報告作成による内部効果・外部効果

　知的財産報告書や知的資産経営報告書の作成は、主にステークホルダーからの適切な評価とい
う外部効果に着目したものであったが、作成者からは外部効果のみならず、自社の保有する知的
財産の整理や精査、経営戦略との関係を見直すきっかけとなった、自社の人的資産や関係資産、
構造資産の把握、整理を通じて、より効率的な経営が可能となった等の内部効果も大きいと言わ
れている。本章においては、実際に作成効果としていただいたご意見や経済産業省等が実施した
調査の概要についてご紹介したい。

１．内部マネージメントツールとしての知的資産経営報告書
　内部マネージメントツールとしての活用とその効果についてのご意見を作成企業から多くいた
だいている。例えば、報告書を作成することにより、従業員が自社の強みや知的資産経営の内容
を正確に認識することで、個人の仕事が自社の将来価値にどのように寄与するかが明確になるた
め、従業員のモティベーションが向上することや、経営者自身は販売する製品の性能が超過利益
の要因だと考えていたとしても、実は企業の有する販売先との強固な関係性が利益創造の主たる
要因であることに気づき、経営資源の最適な再配分が可能となったなどである。さらに、近年、
経営者の高齢化に伴い事業の円滑な承継が求められるが、知的資産経営報告書の作成作業を通じ
て、経営者の哲学や自社の経営メカニズムを的確に後継者に伝達することができ、円滑な事業承
継が行えたなどのご意見もあった。
　参考までに、知的資産経営報告書を作成した中小企業に対するヒアリング調査12における主な
回答を以下にご紹介する。

12　「中小企業のための知的資産経営実践のための指針」、独立行政法人中小企業基盤整備機構、2008年
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２．外部コミュニケーションツールとしての知的資産経営報告書　
　外部からの適切な評価を得るためには、具体的な開示対象先を明確化し、その開示対象先の知
りたい情報と、企業の知ってほしい情報との間のギャップを解消することが重要である。
開示対象先を特定する理由は、各企業評価者によって企業評価の時間軸が異なることや（図表
６）、企業情報の中でも確認したいと思う情報に違いがあること（図表７）から開示情報も選択
と集中を行うことが効果的である。その際には、営業秘密のような外には出せないような情報の
取り扱いにも留意し、誰に何を開示するのか、と言う点を認識した対応が重要であろう。

【内部効果面】
１）経営戦略（ビジョン構築）に関する効果
　・新たなビジネスモデルの構築に関して考えをまとめることができた。
　・経営戦略を明確に伝えることができた。
　・経営方針を考えるにあたり、経営者の頭の中が整理できた。
２）人材育成に関する効果
　・従業員に対して事業内容や自社の強みを的確に伝えることができた。
　・年度社内発表会における資料として利用したところ、従業員のベクトルを統一すること
ができた。

　・従業員のモチベーションが向上した。
　・従業員が自社の持つ強みや克服すべき課題を把握し、それらに対して自分たちが何の能
力を提供できるかを自覚するようになった。

　・全社員教育、中でもリーダークラスの教育に繋がった。

図表６　評価者別にみる企業価値評価のタイムスパン

（出所）経済産業省「知的資産経営報告の視点に関するアンケート調査」（2006年）
（注）図表の点線の丸囲いは、回答者合計と比べて特に差が顕著な箇所を意味する。
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　例えば、図表７においては、評価判断の時間軸別（短期的（１年程度）、中期的（３年程度）、
長期的（５年程度））に重要視している観点の整理をおこなっている。各評価者によって重要視
している事項の程度が異なることは注目に値する。また、第２部でご紹介するが、銀行等の金融
機関が融資決定を行う際には経営スタンス・リーダーシップについてはあまり重要視していない
ことに比べ、資本市場の企業評価者は評価時間軸にかかわらず経営スタンス・リーダーシップに
ついて重要視している結果となっている。

図表７　評価スパン別にみる知的資産経営の情報開示における重視する視点

（出所）経済産業省「知的資産経営報告の視点に関するアンケート調査」（2006年）
（注）図表の矢印は、属性が変化するにつれて、回答の占める割合が増えることを意味す
る。また、図表の点線の丸囲いは、回答者合計と比べて特に差が顕著な箇所を意味する。
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　また、資本市場等の状況を眺めてみると、分析技術等の発展が進み、グローバルな範囲で取引
が可能となった結果、市場における取引スピードが高まり、短期間で巨額の利益獲得が可能と
なったと言われている。図表８で示すように投資家も短期的な視点で企業を評価する傾向が強
まったとの指摘もあり、特に投資期間の程度について日本が他国に比べ短期的であることが見て
取れる。これは例えば短期的な利益を意識した経営判断を招きかねないなどの影響があると考え
られる。

図表８　日米独の機関投資家へのアンケート調査

（出典）M Suto, L Menkohoff  and D Beckman 2005

（％）
日本 ドイツ アメリカ

数日間 6.7 0.8 2.0
数週間 16.8 13.2 0.7
２～６ヶ月 49.2 59.3 20.8
６～12ヶ月 19.1 21.3 38.9
数年間 8.2 5.4 37.6
計 100 100 100

【質問】投資期間はどの程度か？

　したがって、株式市場の判断時間軸と、経営者の判断時間軸との違いを踏まえ、中長期的にみ
た成長戦略を知的資産経営報告書などのコミュニケーションツールを活用し、理解を得ることが
重要である。参考までに、知的資産経営報告書を作成した中小企業に対するヒアリング調査13の
主な回答を以下にご紹介する。

【外部的効果面】
１）社外との関係構築に関する効果
　・金融機関（既存取引行）の融資担当者に開示した所、定性情報（特に強み）と今後の事
業展開の理解を促進することができた。

　・マスコミなどに取り上げられたことで、他社からの関心が高まったほか、対外信用の向
上につながった。

　・営業活動で新規開拓を行う際に、自社の理解促進に繋がり、効率的に商談を進めること
ができた。

　・社内外に情報発信していく情報を、改めて整理することができた。
　・従来の営業ツール（製品カタログなど）にない会社の見せ方ができる。

13　「中小企業のための知的資産経営実践のための指針」、独立行政法人中小企業基盤整備機構、2008年
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　知的資産経営情報開示の動きは、日本のみならず世界的な動きとなりつつある。諸外国の取り
組みについては第３部においてご紹介するが、主に欧米先進国を中心に官民の取り組みが進めら
れている。また、OECDにおいては世界的な知的資産経営（欧州においては知的資本）の取り組
みを促進するとともに、グローバルに活用できる新たな事業報告プラットフォームの開発を日本
の知的資産経営開示ガイドラインを基本として着手している。
　以下、Ⅴ．においては、OECDを事務局として立ち上げられた知的資産経営情報開示について
世界的な議論を行うWorld Intellectual Capital/Assets Initiative（WICI）についてご紹介する。
 
Ⅴ．非財務情報開示の世界的潮流

　伝統的な財務報告では、過去の企業活動の実績と現状を示すことができても、企業の価値創造
プロセスの全体像と将来性を表すことが困難であるとの問題意識14は日本のみならず先進国共通
のものである。このような問題意識から、グローバルに活用できる新たな事業報告のプラット
フォームの開発15を行うべく、OECDを事務局として平成19年11月に立ち上げられたものがWICI
（World Intellectual Capital/Assets Initiative）である16。
　WICIは、日米欧の代表17から構成されており、日米欧で蓄積されてきた知見や過去の取り組
み内容等をもとに、世界標準となるフレームワーク作りに現在取り組んでいるところである。同
フレームワークの開発に当たっては、意思決定のための透明性の高い企業情報を提供する情報開
示の枠組みを検討するために、2005年にAICPA、マイクロソフト等により創設されたEBRC18の
「EBR2.0（enhanced business reporting）19」と日本の「知的資産経営の開示ガイドライン」のス
キームを統合することが合意されており、統合フレームワークをもとに、主に①事業マネージメ

14　アメリカのブルッキングス研究所が行った委託調査「Intangibles: Management, Measurement, 
and Reporting, 2001, Baruch Lev,」においても、同様の問題意識が指摘されている。また、アメリカ
財務会計基準審議会（FASB）も産業構造の変遷に沿った企業価値評価の重要性について提言してお
り、主として財務諸表以外でおこなう開示として、無形資産の開示の重要性を述べている
「Improving Business Reporting : Insights into Enhancing Voluntary Disclosures, 2001」。
15　XBRLを活用した非財務情報開示の展望については「XBRLの衝撃」2008, 花堂靖仁, ダイヤモンド
社に詳しい。なお、XBRLはeXtensible Business Reporting Languageの略で、会社の決算書をはじ
め、様々な報告書を作成・流通・利用するために開発されたコンピュータ言語である。2008年４月か
ら金融庁の有価証券報告書等の電子開示システム「EDINET」において、有価証券報告書のうち、財
務諸表の本表部分のXBRLでの提出が開始され、同年７月には、東京証券取引所の適時開示情報伝達
システム「TDnet」でも決算短信等の決算情報がXBRL化されている。

16　WICIの設立経緯や取り組み内容・状況、今後の展望等については、「Beyond Financial Reporting-
Business Reporting is Urgently Needed in the Knowledge Economy（財務報告から「事業報告」の
時代）」花堂靖仁、芝坂佳子、ロバートＧ . エクレス、Diamond Harvard Business Review 
March,2008に詳しい。

17　主に、日本からは経済産業省、早稲田大学、あずさ監査法人等が、アメリカからはエンハンスト・
ビジネス・レポーティング・コンソーシアム（EBRC）、EUからはヨーロッパ財務証券アナリスト協
会とイタリアのフェラーラ大学が参加している。

18　EBRCは意思決定のための透明性の高い情報を提供する情報開示の枠組みを検討するために、2005
年にAICPA、マイクロソフト、グラント・ソーントン、PwC等により創設された。

　http://thecaq.aicpa.org/Resources/Enhanced+Business+Reporting/
19　http://www.ebr360.org/downloads/ebr.framework.publicexposure.2005.10.pdf
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ントと事業報告のためのフレームワークの開発、②全業界共通のKPI（業績評価指標）と業界別
KPIの策定、③事業戦略及びこれに関連する知的資産を非財務情報として開示するための用語体
系（語彙と文法）の開発、④知的資産マネージメントとその開示に関する実例の研究と成果の共
有、⑤新たなビジネス・レポーティング情報の信頼性に係る研究等の課題について研究作業を進
めていく予定である。WICIの詳細や作業内容等については公式HP（http://worldici.com/index.
php）を参照いただきたい。

Ⅵ．終わりに～第２部に向けて～

　本稿（第１部）においては、知的財産の活用に焦点をあて施策の紹介を行った。企業における
知的財産の効果的な活用を促すためには、知的財産のみならず、自社の知的資産にも目を向ける
ことが必要であり、その重要性は経営者のみならず、企業評価者も認識している。そのための方
策として知的資産経営とその情報開示についてご紹介したところである。もちろん、どのような
知的資産が真に企業業績に関係するのか、無形な経営資源の中でも企業業績にマイナスに働く知
的負債はないのか、引き続き研究が必要であろうが、まず企業側からの知的資産経営とその業績
評価指標の開示が進まないことには、非財務資産のうち競争力の源泉となる知的資産の把握とそ
の評価手法の確立は困難であろう。
　また、知的資産経営は相対的に経営資源の乏しい中小企業においてこそ、重要な取り組みであ
る。次号の第２部においては、特に中小企業における知的資産経営の意義に着目し、「中小企業
のための知的資産経営マニュアル」や「知的資産経営実践のための指針」（特に金融機関の知的
資産情報の評価の視点を中心に）についてご紹介したいと思う。
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